
厚生労働省の方針で、令和8年4月1日から使用するワクチンが変わります。
肺炎球菌感染症は、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。肺炎球菌性肺炎は、
成人肺炎の25～40％を占め、特に高齢者では重篤化が問題になっています。

定期接種の肺炎球菌ワクチンが

定期接種対象 65歳の方 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで
接種可能です。

江南市に
住民登録のある

○ワクチンの比較

令和８年３月31日まで 令和８年４月1日から

販売名 ニューモバックス プレベナー20

製造販売元 ＭＳＤ株式会社 ファイザー株式会社

種類
肺炎球菌莢膜ポリサッカライド

（PPSV）

肺炎球菌莢膜ポリサッカライド
ｰCRM197結合体

（PCV）

血清型数 23価 20価

用法・用量
１回 0.5mL

筋肉内または皮下に注射
１回 0.5mL
筋肉内に注射

費用対効果 ● ●

ワクチン価格
(自己負担額)

自己負担額 2,000円 自己負担額 3,500円

23価(PPSV23)から20価(PCV20)へ

変わります。

＜

＜

※1

※1 第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会
（令和７年７月４日）資料より

江南市保健センター ☎ 0587-58-6063(直通) 平日 9:00～16:00

＜お問い合わせ＞

昭和35年４月２日～昭和36年3月31日生まれの方は、３月31日までに接種するか、

４月1日以降に接種するかでワクチン（自己負担額を含む）が変わりますので、医療機関

とご相談ください。

この予防接種は、本人が接種を希望する場合に実施されるものです。
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